


日本税理士会連合会の役割と活動
日税連は、各税理土会や関係諸団体との連携協調のもと、様々な施策を行っています。

税を考える週間・税理士記念日
「税を考える週間」（11月11日～17日）の期間中
や「税理士記念日」（２月23日）には、全国で無
料税務相談、講演会、税金セミナーなどを企画・
実施し、国民・納税者に対して、申告納税制度の
普及と税理士制度の社会的意義の周知を図って
います。

　    

国際交流
アジア・オセアニア地域におけるタックスコンサル
タント団体相互の情報交換と親睦を図ることを目
的とする「アジア・オセアニアタックスコンサルタン
ト協会」（AOTCA）の設立を提唱した団体として、
その中心的な役割を担うとともに、諸外国における
税理士制度の導入・普及定着を図るため、海外の税
務関係団体等と積極的に交流を進めています。

税務支援
経済的な理由で税理士に委嘱できない納税者や税務指導
を必要とする納税者のために、税務相談所の設置、税務関
連民間団体等への税理士の派遣、確定申告期における無
料税務相談の実施など、様々な施策を講じています。

建議・要望
政府（財務省・国税庁、総務省、経済産業省・中小
企業庁等）や政党などに対して、毎年、税制・税務行
政の改善について建議や要望を行っています。
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日本税理士会連合会の役割と活動

公益活動
地方公共団体の包括外部監査及び監査委員制度、政治資金監査制度、成年
後見制度、また非営利法人の活動支援や行政不服審査法に基づく審理員及び
第三者機関委員制度など、税理士の職能を活かした社会貢献活動（公益活動）
の推進及びこれらに携わる税理士に対する支援を行っています。

税理士による租税講座
税理士会と連携して全国の大学に講座を開設し、会計及
び税法の講義を通じて、大学生の税理士及び税理士制度
への関心を促し、税理士を目指す者及び税理士事務所等
に就職する者の増加を目指しています。

論文・著書の表彰
税制、税務行政及び税理士制度に関する論文・著書
のうち、特に優秀と認められるものを選び、毎年「日税
研究賞」として表彰しています。

租税教育
全国の小中学校、高校、大学、社会人を対象として、
年間約１万件の「租税教室」を開催して租税教育を
行っています。多数の税理士を派遣するほか、特別
支援学校での開催や、教育のICT化への対応にも取
り組んでいます。さらに、これから教育の現場に出て
いく学生に、自らが租税教育を行うことができるよ
うな経験と知識を修得してもらうことを目的として、
教員養成大学寄附講座を実施しています。
租税教育は、租税の意義や役割などを伝えることで、申告納税制度の
理念や納税者の権利と義務の理解を促し、主権者としての意識を育む
ことに貢献しています。
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日本税理士会連合会の役割と活動（研修）

マルチメディア研修
より多くの税理士が研修を受講できるよう、インタ
ーネット配信などのマルチメディアを活用した研修
会を行っています。

登録時研修
税理士の登録を受けた日から１年以内の税理士を
対象として研修を実施しています。

公開研究討論会
税制及び税務行政等の改善・進歩と税理士の資質向
上を図るため、全国15税理士会を７グループに分け、
税理士の日頃の研究成果の発表と質疑応答を行う研
究討論会を実施しています。

全国統一研修会
全国15税理士会の協力を得て、各地域において研
修会を実施しています。

税理士会員には、税務に関する専門家としての資質の維持・向上を図り、納税者からの一層の信頼を確保する
ため、研修の受講が義務づけられています。日税連及び税理士会では、様々な研修を実施しています。
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日本税理士会連合会の役割と活動（対外広報）
税理士のイメージ向上、税理士会の活動のPR等のため、ポスター・CMの作成
など、様々な対外広報活動を行っています。

税務手帳【編集】
日記欄と国税・地方税をはじめ、
実務に必要な諸項目を一冊に収
録。付録欄は最新の税法規・通達を網羅、税理士・同
事務所職員、税務官公署職員、経理従事者の好伴侶
として定評のある税界のベストセラーです。

月刊税理、旬刊速報税理【監修】
日税連の監修誌。
税務・経営・法律
の総合誌です。

税理士会ロゴデザイン
税理士会の認知度向上を目的として、2011（平成23）年に制定しました。
会員章が個々の税理士を表すのに対し、ロゴデザインは集団としての税理士会を表
すものです。シンボルマークの下から上に大きくなる三角形は社会の広がりや発展を
表現したもので、３つの三角形は「税理士」が「納税者」と「行政」をつなぐ架け橋として
の役割を表現しています。また、三角形の間の空間は、筋道の通った透明性、社会の
風通しの良さを表し、税理士のローマ字つづりの頭文字「Ｚ」をもイメージしています。

日本税理士会連合会の定期刊行物

税務六法【編集】
税務関係の法典。主要法令は法
条ごとに関連の政省令を一覧式に
収録し検索に至便。税理士・同事
務所職員、税務官公署職員、税理
士を目指す者などの座右の書とし
て普及しています。

Ⓒ 税理士会広報キャラクター「にちぜいくん」
2020（令和２）年に誕生した税理士会広報キャラクターです。
税理士の仕事や税理士会の事業を紹介するアンバサダーとして、
機関紙や広告など様々な広報媒体に登場しています。

ワン
ダホー！

大きなメガネがトレードマークのフクロウ。
税理士の仕事を知ってもらうため、どんな
質問や疑問も「ホホー！」と真摯に受け止め、
納得してもらえるまで一生懸命説明します。
丁寧な話し方を心がけるも、テンションが
あがると「ワンダホー！」「ビューティホー！」
とフクロウ語がでてしまいます。

大きなメガネがトレードマークのフクロウ。
税理士の仕事を知ってもらうため、どんな
質問や疑問も「ホホー！」と真摯に受け止め、
納得してもらえるまで一生懸命説明します。
丁寧な話し方を心がけるも、テンションが
あがると「ワンダホー！」「ビューティホー！」
とフクロウ語がでてしまいます。

令和５年度全国統一ポスター

税理士界
日税連の機関紙。毎月１回（15日）
発行するほか、必要に応じ号外
を発行しています。
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　（税理士会会員の購読料は会費の中に含まれています）

　
税
理
士
法
の
改
正
を
含
む
「
所
得
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」が
、

３
月
22
日
の
参
議
院
本
会
議
で
可
決
・

成
立
い
た
し
ま
し
た
。

　
税
理
士
制
度
の
淵
源
で
あ
る
税
務
代

理
士
法
の
制
定
か
ら
80
年
と
い
う
節
目

の
年
に
税
理
士
法
改
正
が
実
現
し
た
こ

と
は
、
誠
に
感
慨
深
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
関
係
国
会
議

員
並
び
に
行
政
当
局
に
は
、

そ
の
都
度
適
切
な
ご
助
言
、

ご
指
導
を
賜
り
衷
心
よ
り
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま

た
、
各
税
理
士
会
及
び
会
員

各
位
並
び
に
日
本
税
理
士
政

治
連
盟
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
税
理
士

法
改
正
の
実
現
に
向
け
て
一
致
団
結
し

た
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
深
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　
平
成
26
年
税
理
士
法
改
正
以
降
、
Ｄ

Ｘ
の
進
展
や
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本

法
の
制
定
な
ど
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
影

響
も
相
ま
っ
て
、
経
済
社
会
全
体
に
デ

ジ
タ
ル
化
の
波
が
大
き
く
押
し
寄
せ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
税
理
士
試
験
受
験
者

数
の
減
少
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か
ら

ず
、
試
験
制
度
の
見
直
し
に
加
え
、
税

理
士
制
度
が
国
民
・
納
税
者
に
よ
り
一

層
信
頼
さ
れ
る
制
度
と
し
て
、
将
来
に

わ
た
り
維
持
・
発
展
し
て
い
く
た
め
の

制
度
改
革
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま

し
た
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
税
理
士
の
業
務

環
境
や
納
税
環
境
の
電
子
化
と
い
っ

た
、
税
理
士
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化

に
的
確
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
多
様

な
人
材
の
確
保
や
、
国
民
・
納
税
者
の

税
理
士
に
対
す
る
信
頼
と
納
税
者
利
便

の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
数
多
く
の

重
要
な
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
特
に
、
税
理
士
の
業
務
の
デ
ジ
タ
ル

化
に
つ
い
て
は
、
改
正
電
子
帳
簿
保
存

法
や
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
へ
の
対
応
等
が

喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
る
中
、税
理
士
は
、

一
事
業
者
と
し
て
、
事
業
者
を
支
援
す

る
専
門
家
と
し
て
、
新
し
い
時
代
に
向

け
て
先
頭
に
立
っ
て
納
税
者
利
便
の
向

上
と
業
務
の
改
善
進
歩
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
テ
レ
ワ
ー
ク
や
サ
テ
ラ
イ
ト

ワ
ー
ク
等
の
業
務
執
行
の
多
様
化
に
対

応
す
る
必
要
が
あ
り
、今
回
の
改
正
は
、

そ
の
礎
と
な
る
極
め
て
意
義
の
あ
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
受
験
資
格
要
件
の
緩
和
に
つ

い
て
は
、
受
験
へ
の
フ
ァ
ー
ス
ト
タ
ッ

チ
を
早
め
る
た
め
の
改
正
で
あ
り
、
就

職
活
動
が
始
ま
る
大
学
３
年
次
ま
で
に

会
計
学
科
目
に
合
格
し
て
い
る
状
況
が

増
加
す
る
こ
と
を
想
定
し
、
就
職
先
や

職
業
の
選
択
に
お
い
て
、
税
理
士
事
務

所
や
税
理
士
に
目
が
向
く
効
果
も
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
他
方
、
合
格
ま

で
の
所
要
年
数
が
10
年
と
も
言
わ
れ
る

課
題
に
つ
い
て
は
、
本
会
は
次
な
る
税

理
士
法
改
正
に
向
け
た
検
討
に
既
に
着

手
し
て
お
り
、
試
験
合
格
者
の
質
の
維

持
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
踏
ま
え
て
、
引
き

続
き
検
討
を
重
ね
て
ま
い
る
所
存
で

す
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、
税
理
士
法
人
の
業

務
範
囲
の
拡
充
や
懲
戒
逃
れ
を
す
る
税

理
士
へ
の
対
応
の
強
化
な
ど
、
税
理
士

に
対
す
る
信
頼
の
向
上
を
図
る
た
め
の

改
正
項
目
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
税
理
士
の
果
た
す
べ
き
社
会
的
役
割

は
、税
理
士
法
第
１
条
に
規
定
す
る
「税

理
士
の
使
命
」
に
基
づ
い
て
、
申
告
納

税
制
度
を
支
え
、
国
民
の
納
税
義
務
の

適
正
な
実
現
を
図
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
理
念
に
そ
っ
て
、
税
務
に
関

す
る
専
門
家
と
し
て
研
鑽
を
重
ね
、
税

理
士
業
務
を
遂
行
し
て
い
く
こ
と
が
、

税
理
士
の
存
在
意
義
を
更
に
高
め
る
と

と
も
に
、
ひ
い
て
は
税
理
士
の
社
会
的

信
頼
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
を
会
員
一
人
一
人
が

強
く
意
識
し
、
改
正
税
理
士
法
の
適
正

な
運
用
に
業
界
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
会
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今

回
の
法
改
正
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、

税
理
士
制
度
が
よ
り
一
層
国
民
・
納
税

者
か
ら
信
頼
さ
れ
、
社
会
の
期
待
に
応

え
得
る
制
度
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る

た
め
に
、
専
門
家
と
し
て
の
職
責
を
自

覚
し
、
常
に
高
度
な
使
命
感
と
倫
理
観

を
持
っ
て
税
理
士
業
務
を
遂
行
さ
れ
る

よ
う
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
　

　
税
理
士
法
改
正
を
含
む
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
は
３

月
22
日
、
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
及
び
日
本
税
理

士
政
治
連
盟
の
役
員
ら
多
数
が
見
守
る
中
、
可
決
・
成
立
し
た
。
平
成
26
年
以

来
の
大
幅
改
正
と
な
る
今
回
の
改
正
は
、
経
済
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
税
理
士

試
験
受
験
者
数
の
減
少
へ
の
対
応
な
ど
、
税
理
士
制
度
が
国
民
・
納
税
者
に
よ

り
一
層
信
頼
さ
れ
る
制
度
と
し
て
将
来
に
わ
た
り
維
持
・
発
展
し
て
い
く
た
め

の
意
義
あ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

法
案
の
成
立
を
見
守
る
神
津
会
長
ら
関
係
役
員

法
案
を
可
決
し
た

参
議
院
本
会
議

　
法
案
は
、
１
月
25
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
国
会
に
提

出
さ
れ
た
後
、
２
月
１
日

に
衆
議
院
財
務
金
融
委
員

会
に
付
託
さ
れ
、
審
議
が

開
始
さ
れ
た
。
両
院
で
与

党
が
過
半
数
を
占
め
る
状

況
の
下
、
成
立
へ
の
道
筋

を
順
調
に
た
ど
り
、
２
月

22
日
に
衆
議
院
本
会
議
で

可
決
、
同
日
参
議
院
に
送

付
さ
れ
、
３
月
４
日
に
参

議
院
財
政
金
融
委
員
会
に

付
託
、
３
月
22
日
の
本
会

議
で
可
決
・
成
立
す
る
に

至
っ
た
。

　
令
和
４
年
度
税
制
改
正

大
綱
で
示
さ
れ
た
項
目
の

う
ち
、
法
律
事
項
と
な
っ

た
の
は
①
税
理
士
の
業
務

の
電
子
化
等
の
推
進
②
税

理
士
名
簿
等
の
作
成
方
法

の
明
確
化
③
税
理
士
試
験

の
受
験
資
格
要
件
の
緩
和

④
税
理
士
法
人
制
度
の
見

直
し
（
社
員
税
理
士
の
法

定
脱
退
事
由
の
整
備
）
⑤

懲
戒
処
分
を
受
け
る
べ
き

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

の
決
定
制
度
の
創
設
等
⑥

懲
戒
処
分
等
の
除
斥
期
間

の
創
設
⑦
税
理
士
法
に
違

反
す
る
行
為
又
は
事
実
に

関
す
る
調
査
の
見
直
し
―

―
の
７
項
目
。
こ
の
他
①

税
理
士
事
務
所
の
該
当
性

の
判
定
基
準
の
見
直
し
②

税
務
代
理
の
範
囲
の
明
確

化
③
税
理
士
会
の
総
会
等

の
招
集
通
知
及
び
議
決
権

の
行
使
の
委
任
の
電
子
化

④
税
理
士
法
人
制
度
の
見

直
し
（業
務
範
囲
の
拡
充
）

⑤
税
理
士
が
申
告
書
に
添

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
計

算
事
項
、
審
査
事
項
等
を

記
載
し
た
書
面
に
関
す
る

様
式
の
整
備
⑥
税
理
士
試

験
受
験
願
書
等
に
関
す
る

様
式
の
整
備
―
―
に
つ
い

て
は
、
政
省
令
・
通
達
で

手
当
て
さ
れ
る
。

　
今
後
は
、
４
月
１
日
か

ら
各
改
正
項
目
が
段
階
的

に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
日
税
連
は
、
既
に
着

手
し
て
い
る
会
則
・
規
則

等
の
見
直
し
作
業
を
進

め
、
令
和
５
年
初
頭
の
臨

時
総
会
で
の
決
定
を
目
指

す
。

最新のテレビCM・
ラジオCMは
こちらから

令和５年度テレビCMより
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日本税理士会連合会の関連団体　目的と事業

設　立 1968（昭和43）年　https://nichizeisei.jp
所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館５Ｆ
 TEL.03-5435-0910　　FAX.03-6420-3372
目　的
日本税理士会連合会の方針に添い、税理士の社会的、経済的地位の向上を図
るとともに、納税者のための税理士制度及び租税制度並びに税務行政を確立す
るため、必要な政治活動を行う。
事　業
(1) 税理士及び納税者の政治意識並びに租税倫理の高揚を図るための政治活動
(2) 政府、政党及び国会議員等に対する陳情、請願等の政治活動
(3) 公職選挙法及び政治資金規正法に基づく諸活動
(4) 単位税理士政治連盟及びその会員に対する情報の提供並びに機関紙の発行
(5) 日本税理士会連合会及び単位税理士政治連盟との連絡調整並びに連携の
強化

(6) 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業

日本税理士政治連盟

設　立 1996（平成８）年　http://www.nichizei.or.jp
所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館４Ｆ
 TEL.03-5740-0920　　FAX.03-5740-0921
目　的
税理士業界のスケールメリットを活用して相互扶助の精神に基づき、全国の税理
士会会員の自主的な経済活動を支援し、併せてその経済的地位の向上を図る。

事　業
(1) 図書、物品の販売・斡旋及び通信販売等共同購入事業
(2) 生命共済、損害保険、傷害保険、中退共・年金基金の紹介等福利厚生事業
(3) 税理士会会則研修に対応した教育情報事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業

日本税理士協同組合連合会

設　立 1974（昭和49）年　http://www.zenzeikyo.com
所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館４Ｆ
 TEL.03-5740-8331　　FAX.03-5740-8333
目　的
税理士とその関与先関係者の経済的地位の向上と福祉ならびに公益の増進と文
化の向上に寄与する。

事　業
(1) 規模のメリットによる会員の経済的利益の向上に関する事業
(2) 会員の業務上必要な調査研究および情報の処理ならびに提供に関する事業
(3) 会員の福祉に関する事業 (4) 公益の増進に関する事業
(5) 文化の向上に関する事業 (6) その他目的達成のために必要と認められる事業

全国税理士共栄会

設　立 1953（昭和28）年　http://www.zeirishikyosai.com
所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館５Ｆ
 TEL.03-5740-0321　　FAX.03-5740-0323
目　的
相互扶助の精神に基づき、全国の税理士・事務所職員及び配偶者のための福
祉事業を行う。

事　業
(1) 団体保障・おしどり保障他による死亡給付金の支給
(2) 医療保障・所得補償・介護保険他による生前給付金の支給
(3) 個人年金・普通年金・大型年金による積立式年金の支給
(4) その他会員のための福祉事業

日本税理士共済会

設　立 2000（平成12）年　https://www.tains.org
所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館３Ｆ
目　的
税理士及び税務研究者等に対し、高度情報技術を利用して、税務に係る判決
等の情報の提供その他必要な事業を行う。

事　業
(1) 税法データベースの情報コンテンツの編集、維持管理及び提供
(2) 税法データベースの普及、利用促進及び研修
(3) 税理士情報ネットワークシステム（略称「ＴＡＩＮＳ（タインズ）」）の構築、
運営及び維持管理

(4) 税理士の業務における情報通信技術の利活用に係る支援
(5) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

一般社団法人 日税連税法データベース

設　立 1984（昭和59）年　https://www.jtri.or.jp
所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館1Ｆ
 TEL.03-5435-0912　　FAX.03-5435-0914
目　的
租税制度、税務行政、税理士制度及び企業会計等に関する学術的調査研究、
資料情報の収集を行い、それらを広く一般に公表することにより、わが国の申
告納税制度の発展進歩及び普及啓蒙に資するとともに、国民の納税義務の適
正な実現及び納税道義の増進に寄与する。

事　業
(1) 租税制度、税務行政、税理士制度及び企業会計等に関する学術的調査研
究並びにその成果の公表

(2) 租税制度、税務行政、税理士制度及び企業会計等に関する内外の資料情
報の収集並びにその公開

(3) 国民の納税義務の適正な実現及びその納税道義の増進に寄与するための租
税に関する法令及び通達等の相談

(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

公益財団法人 日本税務研究センター

設　立 2018（平成30）年　https://www.nenkin-kikin.jp/zeikikin/
所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館５Ｆ
 TEL.03-5740-0851　　FAX.03-5740-0853
目　的
確定給付企業年金法に基づき、基金独自の給付を行い、税理士及び税理士事
務所職員の老後の生活の安定と福祉の向上を図る。

事　業
(1) 年金の支給（終身年金・確定年金）
(2) 一時金の支給（脱退一時金、遺族一時金等）
(3) 結婚祝品、出産祝品、死亡弔慰金等の福祉事業
(4) その他基金の目的達成に必要な事業

日本税理士企業年金基金

設　立 1983（昭和58）年　https://www.zeitaikyo.com
所在地 〒330-0846
 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-88 大野ビル６Ｆ
 TEL.048-645-8720　　FAX.048-645-9261
目　的
税理士事務所職員等のための退職年金共済その他の福利厚生事業を行い、
もって、これらの職員の福利の増進に寄与する。
事　業
(1) 税理士事務所職員等の退職年金共済に関する事業
(2) 税理士事務所職員等の福利厚生に関する事業
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

一般社団法人 ぜいたいきょう

設　立 1991（平成３）年　http://www.zenzeikyo.com/cata.html
（全国税理士共栄会 内）
目　的
芸術文化、とりわけ地域における優れた芸術文化の振興に資する活動を顕彰及
び助成し、併せて地域文化の振興に資する調査研究及び講演会等を行うことに
より、我が国文化の向上、発展に寄与する。
事　業
(1) 地域文化の振興に資する芸術活動、伝統芸能、伝統工芸技術、食文化に
対する顕彰及び助成

(2) 地域文化の振興に関する調査研究等
(3) その他目的を達成するために必要な事業

公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団

設　立 1992（平成４）年　https://www.aotca.org
目　的
アジア・オセアニア地域におけるタックスコンサルタントを含む者が構成員とな
っている団体相互の理解及び協力を促進するとともに、その構成員の税務及び
その周辺業務の拡充並びに友好親善に資する。

事　業
(1) 税制、税務行政及び税理士制度に関する情報、経験及び知識の交流促進
のための便宜提供

(2) 税務及び経済に関する情報、経験及び知識の交流促進のための便宜提供
(3) 会報の発行及び専門的論文の出版
(4) 国際組織、特にIFA（国際租税協会）及びCFE（ヨーロッパ税務連合）との
連携並びに関係情報の収集と活用

(5) その他目的達成に必要な事業

アジア・オセアニアタックスコンサルタント協会（略称AOTCA）
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2024.03

〒141-0032 東京都品川区大崎１丁目11番８号 日本税理士会館８階
TEL.03(5435)0931　FAX.03(5435)0941

https://www.nichizeiren.or.jp


